
ジュニア NISA とは 

 

はじめに 

未成年者向けのジュニアＮＩＳＡの口座開設

が来年 2016 年１月から始まります。教育資金作

りの一種として、非課税で長期間運用できるのが

特徴です。野村アッセトマネジメントの試算によ

れば、口座開設が開始１年で約 150 万口座に上る

といい、関心は高まっています。ただ、成人向け

のＮＩＳＡとは異なる部分が多く、制度などをよ

く理解する必要があります。 

 

ジュニアＮＩＳＡとは 

ジュニアＮＩＳＡとは親や祖父母が、口座開設

者である子供に代わり、株式や投資信託などに投

資します。株主などの売却益や配当金は５年間に

わたって非課税となります。また、年間に８０万

円まで、総額４００万円投資ができ、子供が２０

歳になるまでは非課税のまま、保有することがで

きます。 

 

ジュニアＮＩＳＡを利用した贈与 

 ジュニアＮＩＳＡで運用する際の資金は親や

祖父母らから子供への贈与となります。年間１１

０万円までなら課税されずに贈与することがで

きるため、ジュニアＮＩＳＡに最大８０万円を贈

与しても贈与税が課されることはありません。 

 

 

 

 

利用における注意点は？ 

ジュニアＮＩＳＡの利用における注意点とし

ては、口座開設者である子供が１８歳になるまで

は、原則として口座から資金を引き出すことがで

きません。災害などやむを得ない場合を除き、１

８歳未満で口座から資金を引き出した場合には

非課税だった売却益などが課税対象になってし

まい、ジュニアＮＩＳＡのメリットがなくなって

しまいます。またあくまでも投資であるため損失

が出る可能性もあり、仮に損失が生じても、他の

口座で得た売却益や配当などとは損益通算でき

ません。 

おわりに 

ジュニアＮＩＳＡは株式投資であるため、損失

が発生する可能性がゼロではありません。しかし、

高配当銘柄や業績の安定している銘柄、投信を選

択すればメリットを享受することできます。また、

将来、親子で何に投資するのか、など子供のうち

から経済に興味を持つきっかけとなるかもしれ

ません。 
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